
- 1 - 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

令

 
 

和

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

五

條

 

市

 

議

 

会

 

第

 

三

 

回

 

臨

 

時

 

会

 

会

 

議

 

録

（

第

 

一

 

号

）

 

 
 

 
 

 
 

 
 

二

 
 

年

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

令

和

二

年

五

月

十

九

日

（

火

曜

日

）

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

 

議

 

事

 

日

 

程

（

第

 

一

 

号

）

 

令

和

二

年

五

月

十

九

日

 

午

前

十

時

開

議

 

第

 

一

 

会

議

録

署

名

議

員

の

指

名
 

第

 

二

 

会

期

決

定

の

件

 

第

 

三

 

市

長

の

提

出

議

案

の

説

明

 

第

 

四

 

議

第

三

十

六

号

 

令

和

二

年

度

五

條

市

一

般

会

計

補

正

予

算

（

第

二

号

）

議

定

に

つ

い

て

 

第

 

五

 

発

議

第

 

六

号

 

牧

野

雅

一

議

員

に

対

す

る

議

員

辞
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告

決

議

に

つ

い

て
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日
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し
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事

件
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日
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と

お

り
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午

前

十

時

零

分

開

会

 

○

議

長

（

吉

田

雅

範

）

た

だ

い

ま

か

ら

令

和

二

年

五

條

市

議

会

第

三

回

臨

時

会

を

開

会

い

た

し

ま

す

。

 

 
 

牧

野

雅

一

議

員

か

ら

欠

席

届

が

提

出

さ

れ

て

お

り

ま

す

。

 

本

日

、

令

和

二

年

五

條

市

議

会

第

三

回

臨

時

会

が

招

集

さ

れ

ま

し

た

と

こ

ろ

、

議

員

各

位

に

は

何

か

と

御

多

用

の

と

こ

ろ

御

参

集

を

賜

り

厚

く

お

礼

申

し

上

げ

ま

す

。
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本

臨

時

会

に

は

、

令

和

二

年

度

五

條

市

一

般

会

計

補

正

予

算

案

が

提

出

さ

れ

て

お

り

ま

す

の

で

、

議

員

各

位

に

は

ど

う

か

御

精

励

を

い

た

だ

き

ま

す

と

と

も

に

、

円

滑

な

る

議

会

運

営

に

格

段

の

御

協

力

を

お

願

い

申

し

上

げ

ま

し

て

、

開

会

の

挨

拶

と

さ

せ

て

い

た

だ

き

ま

す

。

 

こ

の

際

、

申

し

上

げ

ま

す

。

 

会

議

記

録

及

び

市

議

会

だ

よ

り

五

條

並

び

に

広

報

五

條

に

掲

載

の

た

め

、

各

会

議

の

日

程

中

、

事

務

局

に

写

真

撮

影

を

許

可

し

て

お

り

ま

す

の

で

、

御

了

承

願

い

ま

す

。

 

こ

の

際

、

申

し

上

げ

ま

す

。

 

第

二

回

臨

時

会

に

引

き

続

き

、

新

型

コ

ロ

ナ

ウ

イ

ル

ス

感

染

拡

大

防

止

対

策

の

た

め

、

速

記

者

の

席

を

議

員

席

の

前

方

の

席

に

移

し

て

お

り

ま

す

の

で

、

御

了

承

願

い

ま

す

。

 

ま

た

、

議

員

各

位

の

質

疑

並

び

に

理

事

者

側

の

答

弁

の

際

は

正

確

な

会

議

記

録

作

成

の

た

め

、

マ

ス

ク

を

外

し

て

い

た

だ

き

ま

す

よ

う

お

願

い

申

し

上

げ

ま

す

。
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○

議

長

（

吉

田

雅

範

）

た

だ

い

ま

の

出

席

議

員

数

は

定

足

数

に

達

し

て

お

り

ま

す

の

で

、

会

議

が

成

立

い

た

し

ま

す

。

 

市

長

か

ら

議

会

招

集

の

御

挨

拶

が

あ

り

ま

す

。

太

田

市

長

。

 

○

市

長

（

太

田

好

紀

）

改

め

ま

し

て

皆

さ

ん

、

お

は

よ

う

ご

ざ

い

ま

す

。

 

本

日

、

こ

こ

に

令

和

二

年

五

條

市

議

会

第

三

回

臨

時

会

を

招

集

い

た

し

ま

し

た

と

こ

ろ

、

議

員

各

位

の

御

出

席

を

賜

り

、

厚

く

お

礼

を

申

し

上

げ

ま

す

。

 

開

議

に

先

立

ち

、

去

る

五

月

十

四

日

、

元

職

員

が

入

札

談

合

等

関

与

行

為

の

排

除

及

び

防

止

並

び

に

職

員

に

よ

る

入

札

等

の

公

正

を

害

す

べ

き

行

為

の

処

罰

に

関

す

る

法

律

違

反

等

の

容

疑

に

よ

り

、

奈

良

県

警

察

に

よ

り

逮

捕

さ

れ

ま

し

た

。

先

の

四

月

に

引

き

続

き

、

元

職

員

の

二

人

目

の

逮

捕

と

な

り

、

市

民

並

び

に

関

係

の

皆

様

に

多

大

な

御

迷

惑

と

御

心

配

を

お

掛

け

し

た

こ

と

に

、

こ

の

場

を

お

借

り

し

、

改

め

て

深

く

お

わ

び

を

申

し

上

げ

ま

す

。

 

本

市

と

い

た

し

ま

し

て

は

、

今

後

と

も

当

局

の

捜

査

に

全

面

的

に

協

力

す

る

と

と

も

に

、

こ

れ

ま

で

以

上

に

法

令

遵

守

の

徹

底

を

図

り

、

市

民

の

皆

様

の

信

頼

回

復

に

向

け

て

、

全

力

で

取

り

組

ん

で

ま

い

り

た

い

と

思

い

ま

す

。

 

次

に

、

新

型

コ

ロ

ナ

ウ

イ

ル

ス

感

染

症

拡

大

防

止

の

た

め

、

市

民

の

皆

様

、

事

業

者

の

皆

様

、

そ

し

て

五

條

市

を

訪

れ

て

い

た

だ

く

予

定

で

あ

っ

た

皆

様

に

は

、

日

々

大

変

な

御

辛

抱

と

御

協

力

を

い

た

だ

き

、

改

め

て

深

く

感

謝

を

申

し

上

げ

る

次

第

で

あ

り

ま

す

。

 

特

に

、

大

型

連

休

の

期

間

中

に

あ

り

ま

し

て

は

、

不

要

不

急

の

外

出

や

移

動

を

自

粛

し

て

い

た

だ

き

、

本

当

に

あ

り

が

と

う

ご

ざ

い

ま

し

た

。
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全

て

の

都

道

府

県

を

対

象

区

域

と

し

て

発

出

さ

れ

た

緊

急

事

態

宣

言

に

つ

き

ま

し

て

は

、

去

る

五

月

十

四

日

を

も

っ

て

、

一

部

の

都

道

府

県

を

残

し

て

解

除

さ

れ

た

と

こ

ろ

で

あ

り

、

奈

良

県

で

は

当

該

解

除

を

受

け

、

事

業

所

な

ど

へ

の

休

業

要

請

が

一

部

を

除

き

解

除

さ

れ

て

お

り

ま

す

が

、

現

状

で

は

全

て

の

事

態

の

終

息

に

は

至

っ

て

お

り

ま

せ

ん

。

 

一

日

も

早

く

か

つ

て

の

日

常

が

戻

り

、

市

外

か

ら

の

お

客

様

を

市

民

の

皆

様

と

と

も

に

、

笑

顔

で

お

迎

え

で

き

る

よ

う

、

感

染

予

防

対

策

に

全

力

で

取

り

組

ん

で

ま

い

り

た

い

と

考

え

て

お

り

ま

す

の

で

、

議

員

各

位

の

更

な

る

御

理

解

と

御

協

力

を

お

願

い

申

し

上

げ

た

い

と

思

い

ま

す

。

 

さ

て

、

本

臨

時

会

に

お

い

て

、

新

型

コ

ロ

ナ

ウ

イ

ル

ス

感

染

症

対

応

地

方

創

生

臨

時

交

付

金

を

活

用

し

た

地

域

経

済

や

市

民

生

活

を

支

援

す

る

関

係

事

業

の

補

正

予

算

に

係

る

議

案

を

提

出

い

た

し

て

お

り

ま

す

。

 

議

員

各

位

に

は

、

よ

ろ

し

く

御

審

議

の

上

、

御

議

決

賜

り

ま

す

よ

う

お

願

い

申

し

上

げ

、

開

会

に

当

た

り

ま

し

て

の

御

挨

拶

と

さ

せ

て

い

た

だ

き

ま

す

。

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

 

○

議

長

（

吉

田

雅

範

）

た

だ

い

ま

か

ら

本

日

の

会

議

を

開

き

ま

す

。

 

本

日

の

日

程

に

つ

き

ま

し

て

は

、

お

手

元

に

配

布

済

み

の

と

お

り

で

あ

り

ま

す

。

 

 
 

配

布

漏

れ

は

ご

ざ

い

ま

せ

ん

か

。

─

─

。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

こ

れ

よ

り

日

程

に

入

り

ま

す

。

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

 

○

議

長

（

吉

田

雅

範

）

日

程

第

一

、

会

議

録

署

名

議

員

の

指

名

を

行

い

ま

す

。

 

 

会

議

録

署

名

議

員

は

会

議

規

則

第

八

十

八

条

の

規

定

に

よ

り

、

議

長

か

ら

指

名

い

た

し

ま

す

。

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

三

番

 
 

 

平

 
 

 

岡

 
 

 

清

 
 

 

司

 
 

 

議

員

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

五

番

 
 
 

 

吉

 
 

 

田

 
 

 
 

 
 

 

正

 
 

 

議

員

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

六

番

 
 

 

窪

 
 

 
 

 
 

 

佳

 
 

 

秀

 
 

 

議

員

 

以

上

、

三

名

の

方

に

お

願

い

い

た

し

ま

す

。

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

 

○

議

長

（

吉

田

雅

範

）

次

に

日

程

第

二

、

会

期

決

定

の

件

を

議

題

と

い

た

し

ま

す

。
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お

諮

り

い

た

し

ま

す

。

本

臨

時

会

の

会

期

に

つ

き

ま

し

て

は

、

去

る

五

月

十

五

日

開

催

の

議

会

運

営

委

員

会

に

お

き

ま

し

て

協

議

を

賜

り

ま

し

た

結

果

、

先

に

御

通

知

申

し

上

げ

ま

し

た

と

お

り

本

日

一

日

間

と

い

た

し

た

い

と

思

い

ま

す

が

、

御

異

議

ご

ざ

い

ま

せ

ん

か

。

 

 
 

 
 

 
 

 
 

〔

「

異

議

な

し

」

の

声

あ

り

〕

 

○

議

長

（

吉

田

雅

範

）

御

異

議

な

し

と

認

め

ま

す

。

よ

っ

て

会

期

は

本

日

一

日

間

と

決

し

ま

し

た

。

 

 

な

お

、

会

期

中

の

会

議

予

定

に

つ

き

ま

し

て

は

、

各

位

に

御

通

知

申

し

上

げ

ま

し

た

と

お

り

で

あ

り

ま

す

。

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

 

○

議

長

（

吉

田

雅

範

）

次

に

日

程

第

三

、

市

長

の

提

出

議

案

の

説

明

を

求

め

ま

す

。

太

田

市

長

。

 

 
 

 
 

 
 

 
 

〔

市

長

 

太

田

好

紀

登

壇

〕

 

○

市

長

（

太

田

好

紀

）

そ

れ

で

は

本

臨

時

会

に

提

出

の

議

案

に

つ

い

て

御

説

明

を

申

し

上

げ

た

い

と

思

い

ま

す

。

 

議

第

三

十

六

号

 

令

和

二

年

度

五

條

市

一

般

会

計

補

正

予

算

（

第

二

号

）

議

定

に

つ

き

ま

し

て

は

、

歳

入

歳

出

予

算

の

総

額

に

、

そ

れ

ぞ

れ

一

億

三

千

四

百

二

十

五

万

七

千

円

を

追

加

し

、

総

額

で

二

百

五

十

三

億

六

千

二

百

八

十

七

万

二

千

円

と

す

る

も

の

で

、

新

型

コ

ロ

ナ

ウ

イ

ル

ス

感

染

症

対

応

地

方

創

生

臨

時

交

付

金

を

活

用

し

た

、

地

域

経

済

や

住

民

生

活

を

支

援

す

る

事

業

に

要

す

る

経

費

を

計

上

し

た

も

の

で

、

こ

れ

ら

の

財

源

に

つ

き

ま

し

て

は

、

国

庫

支

出

金

並

び

に

基

金

繰

入

金

を

見

込

み

、

補

正

予

算

を

編

成

し

た

次

第

で

あ

り

ま

す

。

 

以

上

が

、

こ

の

た

び

提

出

い

た

し

ま

し

た

議

案

の

概

要

で

あ

り

ま

す

。

 

○

議

長

（

吉

田

雅

範

）

市

長

の

提

出

議

案

の

説

明

が

終

わ

り

ま

し

た

。

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

 

○

議

長

（

吉

田

雅

範

）

次

に

日

程

第

四

、

議

第

三

十

六

号

を

議

題

と

い

た

し

ま

す

。

 

事

務

局

長

に

件

名

を

朗

読

さ

せ

ま

す

。

 
 

○

事

務

局

長

（

馬

塲

雅

樹

）

議

第

三

十

六

号

 

令

和

二

年

度

五

條

市

一

般

会

計

補

正

予

算

（

第

二

号

）

議

定

に

つ

い

て

。

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

 
 

○

議

長

（

吉

田

雅

範

）

提

案

理

由

の

説

明

を

求

め

ま

す

。

松

本

総

務

部

長

。

 

 
 

 
 

 
 

 
 

〔

総

務

部

長

 

松

本

成

人

登

壇

〕
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○

総

務

部

長

（

松

本

成

人

）

失

礼

い

た

し

ま

す

。

 

 

た

だ

い

ま

上

程

い

た

だ

き

ま

し

た

議

第

三

十

六

号

、

令

和

二

年

度

五

條

市

一

般

会

計

補

正

予

算

（

第

二

号

）

議

定

に

つ

き

ま

し

て

、

提

案

理

由

を

御

説

明

申

し

上

げ

ま

す

。

 

恐

れ

入

り

ま

す

が

、

別

冊

の

令

和

二

年

度

五

條

市

一

般

会

計

補

正

予

算

（

第

二

号

）

の

一

ペ

ー

ジ

を

御

覧

い

た

だ

き

た

い

と

存

じ

ま

す

。

 

こ

の

た

び

の

補

正

で

ご

ざ

い

ま

す

が

、

新

型

コ

ロ

ナ

ウ

イ

ル

ス

感

染

症

の

拡

大

防

止

に

係

る

国

・

県

・

市

を

挙

げ

て

の

様

々

な

対

策

の

実

施

等

に

よ

り

、

そ

の

影

響

を

受

け

、

ま

た

負

担

が

生

じ

ま

し

た

子

育

て

世

帯

、

市

民

生

活

や

事

業

活

動

に

対

し

、

国

の

臨

時

交

付

金

を

活

用

し

て

支

援

す

る

本

市

独

自

の

事

業

実

施

に

係

る

歳

入

歳

出

予

算

の

補

正

で

ご

ざ

い

ま

し

て

、

歳

入

歳

出

予

算

の

総

額

に

そ

れ

ぞ

れ

一

億

三

千

四

百

二

十

五

万

七

千

円

を

追

加

し

、

歳

入

歳

出

予

算

の

総

額

を

歳

入

歳

出

そ

れ

ぞ

れ

二

百

五

十

三

億

六

千

二

百

八

十

七

万

二

千

円

と

す

る

も

の

で

ご

ざ

い

ま

す

。

 

初

め

に

、

こ

の

補

正

予

算

に

係

る

事

業

概

要

に

つ

き

ま

し

て

、

御

説

明

申

し

上

げ

ま

す

。

 

ま

ず

、

子

育

て

世

帯

へ

の

支

援

と

い

た

し

ま

し

て

、

幼

稚

園

・

保

育

所

・

小

学

校

・

中

学

校

に

通

う

子

供

の

今

年

度

分

の

給

食

費

を

無

償

に

す

る

と

と

も

に

、

平

成

十

七

年

四

月

二

日

か

ら

令

和

三

年

三

月

三

十

一

日

ま

で

に

生

ま

れ

た

ゼ

ロ

歳

児

か

ら

中

学

生

ま

で

の

子

供

を

対

象

と

し

て

本

市

独

自

の

特

別

給

付

金

一

万

円

を

給

付

す

る

も

の

で

ご

ざ

い

ま

す

。

 

次

に

、

市

民

の

皆

様

の

生

活

を

支

援

す

る

も

の

と

い

た

し

ま

し

て

、

水

道

料

金

の

基

本

料

金

を

二

箇

月

間

無

料

と

す

る

も

の

で

ご

ざ

い

ま

す

。

 

そ

し

て

も

う

一

つ

は

、

事

業

活

動

へ

の

支

援

と

い

た

し

ま

し

て

、

県

か

ら

の

要

請

及

び

協

力

依

頼

に

応

じ

休

業

等

を

実

施

さ

れ

た

事

業

者

の

皆

様

へ

の

支

援

と

し

て

、

本

市

独

自

の

新

型

コ

ロ

ナ

ウ

イ

ル

ス

感

染

症

拡

大

防

止

協

力

金

を

交

付

す

る

も

の

で

ご

ざ

い

ま

し

て

、

こ

れ

ら

の

事

業

実

施

に

係

る

所

要

額

は

、

歳

入

予

算

の

減

額

に

よ

る

も

の

と

歳

出

予

算

の

追

加

に

よ

る

も

の

と

を

合

わ

せ

ま

す

と

、

総

額

二

億

一

千

五

百

五

十

万

円

と

な

る

も

の

で

ご

ざ

い

ま

す

。

 

そ

れ

で

は

、

ま

ず

歳

出

予

算

の

補

正

を

御

説

明

申

し

上

げ

ま

す

。

 

恐

れ

入

り

ま

す

が

、

五

ペ

ー

ジ

を

御

覧

い

た

だ

き

た

い

と

存

じ

ま

す

。

 

初

め

に

、

三

款

民

生

費

、

二

項

児

童

福

祉

費

、

一

目

児

童

福

祉

総

務

費

の

補

正

で

ご

ざ

い

ま

す

が

、

市

独

自

の

子

育

て

世

帯

支

援

特

別

給

付

金

の

給

付

事

業

の

実

施

に

必

要

な

経

費

に

つ

い

て

、

そ

の

所

要

額

を

計

上

す

る

も

の

で

ご

ざ

い

ま

し

て

、

六

月

分

の

児

童

手

当

及

び

特

例

給

付

の

対

象

児

童

約

二

千

七

百

名

の

ほ

か

令

和

三

年

三

月

三

十

一

日

ま

で

に

生

ま

れ

た

児

童

手

当

及

び

特

例

給

付

の

対

象

児

童

約

百

名

、

合

計

で

約

二

千

八

百

名

を

対

象

児

童

と

し

て

、

一

人

当

た

り

一

万

円

を

給

付

す

る

た

め

、

十

八

節

負

担

金

補

助

及

び

交

付

金

に

五

條

市

子

育

て

世

帯

支

援

特

別

給

付

金

と

し

て

二

千

八

百

万

円

を

、

三

節

職

員

手

当

等

か

ら

十

二

節

委

託

料

に

郵

便

料

や
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電

算

シ

ス

テ

ム

改

修

業

務

委

託

料

等

の

事

務

経

費

と

し

て

合

計

三

百

九

十

四

万

六

千

円

を

計

上

い

た

し

て

お

り

、

総

額

で

三

千

百

九

十

四

万

六

千

円

を

補

正

す

る

も

の

で

ご

ざ

い

ま

す

。

 

な

お

、

当

該

経

費

の

財

源

の

全

額

を

国

庫

支

出

金

と

し

て

見

込

ん

で

お

り

ま

す

。

 

次

に

、

同

款

、

同

項

、

六

目

児

童

福

祉

施

設

費

の

補

正

で

ご

ざ

い

ま

す

が

、

市

内

の

私

立

保

育

園

及

び

市

外

の

保

育

所

等

へ

通

う

園

児

に

係

る

今

年

度

分

の

給

食

費

の

無

償

化

に

要

す

る

経

費

を

計

上

す

る

も

の

で

ご

ざ

い

ま

し

て

、

十

八

節

負

担

金

補

助

及

び

交

付

金

に

五

條

市

子

育

て

世

帯

支

援

給

食

費

負

担

金

と

し

て

一

千

三

百

三

十

六

万

七

千

円

を

、

三

節

職

員

手

当

等

か

ら

十

一

節

役

務

費

に

郵

便

料

等

の

事

務

経

費

と

し

て

合

計

四

十

一

万

円

を

計

上

い

た

し

て

お

り

、

総

額

で

一

千

三

百

七

十

七

万

七

千

円

を

補

正

す

る

も

の

で

ご

ざ

い

ま

す

。

 

な

お

、

当

該

経

費

の

財

源

の

全

額

を

国

庫

支

出

金

と

し

て

見

込

ん

で

お

り

ま

す

。

 

ま

た

、

こ

の

目

の

財

源

に

つ

き

ま

し

て

、

保

育

所

園

児

の

給

食

費

無

償

化

に

伴

う

給

食

費

分

の

児

童

福

祉

施

設

負

担

金

を

一

千

六

百

九

十

万

円

減

額

し

、

基

金

繰

入

に

よ

る

一

般

財

源

と

す

る

補

正

を

い

た

し

て

お

り

ま

す

。

 

次

に

、

四

款

衛

生

費

、

一

項

保

健

衛

生

費

、

十

目

水

道

事

業

繰

出

金

、

二

十

七

節

繰

出

金

の

五

千

万

円

の

補

正

で

ご

ざ

い

ま

す

が

、

市

民

生

活

へ

の

支

援

と

い

た

し

ま

し

て

、

市

の

水

道

事

業

会

計

に

お

い

て

普

通

用

水

道

料

金

の

基

本

料

金

を

二

箇

月

分

無

料

と

す

る

た

め

、

そ

れ

に

要

す

る

財

源

と

し

て

、

一

般

会

計

か

ら

水

道

事

業

会

計

へ

繰

り

出

す

も

の

で

ご

ざ

い

ま

す

。

 

な

お

、

当

該

経

費

の

財

源

の

全

額

を

国

庫

支

出

金

と

し

て

見

込

ん

で

お

り

ま

す

。

 

次

に

、

六

ペ

ー

ジ

を

御

覧

願

い

ま

す

。

 

六

款

商

工

費

、

一

項

商

工

費

、

二

目

商

工

振

興

費

の

三

千

八

百

万

円

の

補

正

で

ご

ざ

い

ま

す

が

、

奈

良

県

か

ら

の

施

設

の

休

止

や

営

業

時

間

短

縮

の

要

請

及

び

協

力

依

頼

に

協

力

し

、

奈

良

県

新

型

コ

ロ

ナ

ウ

イ

ル

ス

感

染

症

拡

大

防

止

協

力

金

の

交

付

決

定

を

受

け

た

市

内

事

業

者

に

対

し

て

、

一

事

業

者

に

つ

き

、

中

小

企

業

に

は

十

万

円

を

、

個

人

事

業

主

に

は

五

万

円

を

市

独

自

の

協

力

金

と

し

て

交

付

す

る

事

業

に

係

る

所

要

の

経

費

を

計

上

い

た

し

て

お

り

ま

し

て

、

十

八

節

負

担

金

補

助

及

び

交

付

金

に

五

條

市

新

型

コ

ロ

ナ

ウ

イ

ル

ス

感

染

症

拡

大

防

止

協

力

金

三

千

七

百

九

十

五

万

円

を

、

十

一

節

役

務

費

に

郵

便

料

と

し

て

五

万

円

を

計

上

い

た

し

て

お

り

ま

す

。

 

な

お

、

当

該

経

費

の

財

源

の

全

額

を

国

庫

支

出

金

と

し

て

見

込

ん

で

お

り

ま

す

。

 

次

に

、

九

款

教

育

費

、

二

項

幼

稚

園

費

、

一

目

幼

稚

園

費

、

十

八

節

負

担

金

補

助

及

び

交

付

金

の

五

十

三

万

四

千

円

で

ご

ざ

い

ま

す

が

、

五

條

市

子

育

て

世

帯

支

援

給

食

費

負

担

金

と

し

ま

し

て

、

市

内

の

私

立

認

定

こ

ど

も

園

及

び

市

外

の

認

定

こ

ど

も

園

へ

通

う

園

児

に

係

る

今

年

度

分

の

給

食

費

の

無

償

化

に

要

す

る

経

費

を

計

上
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い

た

し

て

お

り

ま

す

。

 
な

お

、

当

該

経

費

の

財

源

の

全

額

を

国

庫

支

出

金

と

し

て

見

込

ん

で

お

り

ま

す

。

 

そ

し

て

、

同

款

、

七

項

保

健

体

育

費

、

四

目

学

校

給

食

セ

ン

タ

ー

費

で

ご

ざ

い

ま

す

が

、

当

該

目

の

現

歳

出

予

算

の

財

源

に

つ

き

ま

し

て

、

そ

の

構

成

財

源

の

補

正

を

表

し

た

も

の

で

ご

ざ

い

ま

し

て

、

四

・

五

月

の

休

園

・

休

校

に

よ

る

給

食

の

停

止

並

び

に

幼

稚

園

・

小

・

中

学

校

の

今

年

度

分

給

食

費

の

無

償

化

に

伴

い

、

歳

入

の

学

校

給

食

費

負

担

金

を

八

千

四

十

九

万

円

減

額

し

、

そ

の

減

じ

た

額

に

つ

き

ま

し

て

、

国

庫

支

出

金

を

二

千

七

百

三

十

四

万

三

千

円

充

て

、

残

り

五

千

三

百

十

四

万

七

千

円

を

基

金

繰

入

金

で

あ

り

ま

す

一

般

財

源

と

し

た

も

の

で

ご

ざ

い

ま

す

。

 

歳

出

は

、

以

上

で

ご

ざ

い

ま

す

。

 

続

き

ま

し

て

、

歳

入

予

算

の

補

正

に

つ

い

て

御

説

明

申

し

上

げ

ま

す

。

 

恐

れ

入

り

ま

す

が

、

四

ペ

ー

ジ

を

御

覧

い

た

だ

き

た

い

と

存

じ

ま

す

。

 

ま

ず

十

三

款

分

担

金

及

び

負

担

金

、

二

項

負

担

金

、

二

目

民

生

費

負

担

金

、

二

節

児

童

福

祉

施

設

負

担

金

の

減

額

補

正

に

つ

き

ま

し

て

は

、

今

年

度

分

の

給

食

費

無

償

化

に

よ

り

、

公

立

保

育

所

に

お

け

る

保

育

所

負

担

金

を

一

千

四

百

九

十

三

万

九

千

円

減

額

し

、

ま

た

私

立

保

育

所

等

に

お

け

る

保

育

所

負

担

金

を

百

九

十

六

万

一

千

円

減

額

す

る

も

の

で

ご

ざ

い

ま

し

て

、

合

計

で

一

千

六

百

九

十

万

円

を

減

額

す

る

も

の

で

ご

ざ

い

ま

す

。

 

続

い

て

、

同

款

、

同

項

、

五

目

教

育

費

負

担

金

、

一

節

学

校

給

食

費

負

担

金

の

減

額

補

正

に

つ

き

ま

し

て

は

、

今

年

度

分

の

給

食

費

無

償

化

の

た

め

、

幼

稚

園

・

小

・

中

学

校

の

給

食

費

負

担

金

六

千

四

百

三

十

四

万

三

千

円

を

減

額

す

る

と

と

も

に

、

休

園

・

休

校

に

よ

る

四

・

五

月

分

の

給

食

費

負

担

金

一

千

六

百

十

四

万

七

千

円

を

減

額

し

、

合

計

で

八

千

四

十

九

万

円

の

減

額

と

す

る

も

の

で

ご

ざ

い

ま

す

。

 

こ

れ

ら

民

生

費

及

び

教

育

費

負

担

金

の

減

額

補

正

の

合

計

額

九

千

七

百

三

十

九

万

円

か

ら

先

ほ

ど

御

説

明

申

し

上

げ

ま

し

た

休

園

・

休

校

に

よ

る

四

・

五

月

分

の

幼

稚

園

・

小

・

中

学

校

の

給

食

費

負

担

金

の

減

額

一

千

六

百

十

四

万

七

千

円

を

除

い

た

給

食

費

の

無

償

化

に

係

る

額

八

千

百

二

十

四

万

三

千

円

と

、

先

ほ

ど

御

説

明

申

し

上

げ

ま

し

た

歳

出

予

算

の

補

正

予

算

額

の

合

計

一

億

三

千

四

百

二

十

五

万

七

千

円

を

合

わ

せ

ま

す

と

、

こ

の

補

正

予

算

に

係

る

事

業

の

総

所

要

額

二

億

一

千

五

百

五

十

万

円

と

な

る

も

の

で

ご

ざ

い

ま

す

。

 

続

き

ま

し

て

、

十

五

款

国

庫

支

出

金

、

二

項

国

庫

補

助

金

、

一

目

総

務

費

国

庫

補

助

金

、

八

節

新

型

コ

ロ

ナ

ウ

イ

ル

ス

感

染

症

対

応

地

方

創

生

臨

時

交

付

金

一

億

六

千

百

六

十

万

円

に

つ

き

ま

し

て

は

、

新

型

コ

ロ

ナ

ウ

イ

ル

ス

の

感

染

拡

大

を

防

止

し

、

感

染

症

拡

大

の

影

響

を

受

け

て

い

る

地

域

経

済

や

住

民

生

活

の

支

援

を

目

的

と

し

、

地

方

公

共

団

体

が

地

域

の

実

情

に

応

じ

て

必

要

な

事

業

を

実

施

す

る

た

め

の

財

源

と

し

て

活

用

で

き

る

も

の

で

ご

ざ

い

ま

し

て

、

本

市

へ

の

交

付

限

度

額

の

全

額
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を

計

上

す

る

も

の

で

ご

ざ

い

ま

す

。

 
次

に

、

十

九

款

繰

入

金

、

一

項

基

金

繰

入

金

、

一

目

、

一

節

財

政

調

整

基

金

繰

入

金

の

補

正

に

つ

き

ま

し

て

は

、

こ

の

補

正

予

算

に

係

る

事

業

の

総

所

要

額

二

億

一

千

五

百

五

十

万

円

か

ら

国

の

臨

時

交

付

金

の

額

一

億

六

千

百

六

十

万

円

を

差

し

引

い

た

額

の

五

千

三

百

九

十

万

円

と

、

幼

稚

園

・

小

・

中

学

校

の

休

園

・

休

校

に

よ

る

四

・

五

月

分

給

食

費

負

担

金

の

減

額

分

一

千

六

百

十

四

万

七

千

円

、

合

計

七

千

四

万

七

千

円

の

財

源

と

す

る

た

め

計

上

す

る

も

の

で

ご

ざ

い

ま

す

。

 

そ

れ

で

は

恐

れ

入

り

ま

す

が

、

三

ペ

ー

ジ

の

歳

入

歳

出

補

正

予

算

事

項

別

明

細

書

の

歳

入

及

び

歳

出

の

項

を

御

覧

い

た

だ

き

た

い

と

存

じ

ま

す

。

 

ま

ず

、

下

段

の

歳

出

予

算

に

つ

き

ま

し

て

は

、

先

ほ

ど

御

説

明

申

し

上

げ

ま

し

た

と

お

り

、

三

款

民

生

費

、

四

款

衛

生

費

、

六

款

商

工

費

、

九

款

教

育

費

に

お

い

て

そ

れ

ぞ

れ

補

正

予

算

を

計

上

い

た

し

ま

し

て

、

合

計

で

一

億

三

千

四

百

二

十

五

万

七

千

円

を

補

正

い

た

し

て

お

り

ま

す

。

 

そ

し

て

、

上

段

の

歳

入

予

算

に

つ

き

ま

し

て

、

十

三

款

分

担

金

及

び

負

担

金

に

お

い

て

マ

イ

ナ

ス

九

千

七

百

三

十

九

万

円

を

、

十

五

款

国

庫

支

出

金

に

お

い

て

一

億

六

千

百

六

十

万

円

を

、

十

九

款

繰

入

金

に

お

い

て

七

千

四

万

七

千

円

を

追

加

し

、

差

引

き

合

計

一

億

三

千

四

百

二

十

五

万

七

千

円

を

補

正

い

た

し

ま

し

て

、

歳

出

と

の

均

衡

を

図

っ

た

次

第

で

ご

ざ

い

ま

す

。

 

以

上

で

、

説

明

を

終

わ

ら

せ

て

い

た

だ

き

ま

す

。

よ

ろ

し

く

御

審

議

の

上

、

御

議

決

を

賜

り

ま

す

よ

う

お

願

い

申

し

上

げ

ま

す

。

 

○

議

長

（

吉

田

雅

範

）

提

案

理

由

の

説

明

が

終

わ

り

ま

し

た

。

 
 

こ

れ

よ

り

質

疑

に

入

り

ま

す

。

（

「

二

番

」

、

「

十

二

番

」

の

声

あ

り

）

二

番

養

田

全

康

議

員

。

 

○

二

番

（

養

田

全

康

）

国

か

ら

お

金

が

お

り

て

き

ま

し

て

、

ま

た

市

も

プ

ラ

ス

ア

ル

フ

ァ

し

て

、

や

っ

て

い

た

だ

け

る

の

で

す

け

れ

ど

も

、

子

育

て

世

代

に

特

化

し

て

い

た

だ

い

た

よ

う

で

、

子

育

て

世

代

の

皆

さ

ん

か

ら

は

本

当

に

お

礼

の

声

が

僕

の

と

こ

ろ

に

届

い

て

き

て

お

る

わ

け

で

あ

り

ま

す

け

れ

ど

も

、

一

つ

ち

ょ

っ

と

気

に

な

る

こ

と

が

あ

り

ま

し

て

、

事

業

者

に

対

し

て

十

万

円

と

五

万

円

、

中

小

企

業

と

個

人

事

業

に

分

け

て

予

算

が

取

ら

れ

て

あ

り

ま

す

け

れ

ど

も

、

申

請

す

る

先

は

県

な

ん

で

す

か

ね

、

ま

た

そ

れ

の

事

務

を

す

る

の

が

市

と

い

う

こ

と

で

あ

り

ま

す

け

れ

ど

も

、

こ

れ

は

ど

う

い

う

条

件

下

で

、

こ

の

五

万

円

と

十

万

円

が

出

る

の

か

を

少

し

説

明

い

た

だ

け

ま

す

か

。

 

○

議

長

（

吉

田

雅

範

）

井

上

産

業

環

境

部

長

。

 

〇

産

業

環

境

部

長

（

井

上

 

昭

）

二

番

養

田

議

員

の

御

質

問

に

お

答

え

申

し

上

げ

ま

す

。

 

対

象

者

数

は

平

成

二

十

八

年

度

経

済

セ

ン

サ

ス

を

基

に

算

出

い

た

し

ま

し

た

中

小

企

業

百

五

十

二

社

、

個

人

事

業

主

四

百

五

十

五

社

、

合

計

六

百

七

社

で

ご

ざ

い

ま

す

。

そ

の

う

ち

奈

良

県

の

休

業

要

請

に

協

力

し

休

業

や

時

間

短

縮

営

業

を

行

い

、

奈

良

県

か

ら

協

力

金

の

対

象

と

認

め

ら

れ

た

事

業

者

で

ご

ざ

い

ま

す

。
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以

上

、

答

弁

と

さ

せ

て

い

た

だ

き

ま

す

。

（

「

二

番

」

の

声

あ

り

）

 

○

議

長

（

吉

田

雅

範

）

二

番

養

田

全

康

議

員

。

 

○

二

番

（

養

田

全

康

）

六

百

七

社

、

五

條

市

内

に

は

あ

る

ん

で

す

か

ね

、

そ

ん

な

中

で

、

例

え

ば

県

が

認

め

た

と

い

う

の

は

、

事

業

者

が

こ

の

一

定

期

間

自

粛

し

た

よ

と

い

う

の

を

申

請

し

て

あ

げ

る

の

か

、

そ

れ

と

も

県

が

そ

の

補

助

対

象

と

な

る

会

社

を

指

定

し

て

お

る

の

か

、

こ

の

辺

ち

ょ

っ

と

詳

し

く

答

弁

く

だ

さ

い

。

 

○

議

長

（

吉

田

雅

範

）

井

上

産

業

環

境

部

長

。

 

〇

産

業

環

境

部

長

（

井

上

 
昭

）

二

番

養

田

議

員

の

御

質

問

に

お

答

え

申

し

上

げ

ま

す

。

 

ま

ず

奈

良

県

が

四

月

二

十

八

日

火

曜

日

か

ら

六

月

一

日

の

月

曜

日

ま

で

、

奈

良

県

新

型

コ

ロ

ナ

ウ

イ

ル

ス

感

染

症

拡

大

防

止

協

力

金

申

込

要

項

と

い

う

こ

と

を

イ

ン

タ

ー

ネ

ッ

ト

上

で

募

集

し

て

お

り

ま

す

。

そ

の

奈

良

県

に

ま

ず

申

込

み

を

し

て

い

た

だ

き

ま

し

て

、

奈

良

県

の

認

定

に

な

っ

た

事

業

者

に

対

し

て

五

條

市

も

同

じ

よ

う

に

認

定

を

さ

せ

て

い

た

だ

く

と

い

う

こ

と

で

ご

ざ

い

ま

す

。

 

以

上

、

答

弁

と

さ

せ

て

い

た

だ

き

ま

す

。

（

「

十

二

番

」

の

声

あ

り

）

 

○

議

長

（

吉

田

雅

範

）

十

二

番

大

谷

龍

雄

議

員

。

 

〇

十

二

番

（

大

谷

龍

雄

）

い

ろ

い

ろ

支

援

策

を

あ

げ

て

い

た

だ

い

て

い

る

わ

け

で

す

け

れ

ど

も

、

こ

の

中

で

対

象

と

な

る

市

民

の

皆

さ

ん

方

か

ら

申

請

し

て

い

た

だ

か

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

支

援

策

は

あ

る

の

か

な

い

の

か

、

あ

る

の

で

し

た

ら

ど

の

支

援

策

に

な

る

の

か

。

 

も

う

一

つ

の

質

問

は

、

四

ペ

ー

ジ

の

国

庫

支

出

金

の

歳

入

で

も

臨

時

交

付

金

、

一

億

六

千

百

六

十

万

円

が

入

っ

て

い

る

わ

け

で

す

け

れ

ど

も

、

今

回

の

補

正

の

追

加

は

一

億

三

千

何

万

円

で

し

た

わ

ね

、

と

こ

ろ

が

国

か

ら

一

億

六

千

百

六

十

万

円

が

入

っ

て

い

る

の

に

、

ま

だ

五

條

市

の

財

政

調

整

基

金

を

繰

り

出

し

て

や

っ

て

お

り

ま

す

け

れ

ど

も

、

こ

の

一

億

六

千

百

六

十

万

円

が

活

用

で

き

な

い

か

ら

財

政

調

整

基

金

を

繰

入

れ

し

て

い

る

の

か

、

そ

の

辺

は

ど

う

で

す

か

。

 

○

議

長

（

吉

田

雅

範

）

井

上

産

業

環

境

部

長

。

 

〇

産

業

環

境

部

長

（

井

上

 

昭

）

十

二

番

大

谷

議

員

の

御

質

問

に

お

答

え

申

し

上

げ

ま

す

。

 

ま

ず

一

点

、

答

弁

さ

せ

て

い

た

だ

き

ま

す

。

 

申

請

者

は

先

ほ

ど

養

田

議

員

に

御

答

弁

さ

せ

て

い

た

だ

い

た

と

お

り

、

中

小

企

業

百

五

十

二

社

と

個

人

事

業

主

四

百

五

十

五

社

に

対

し

ま

し

て

、

新

型

コ

ロ

ナ

ウ

イ

ル

ス

の

認

定

書

が

県

か

ら

発

行

さ

せ

て

い

た

だ

き

ま

す

。

そ

の

認

定

さ

れ

た

方

に

対

し

ま

し

て

、

申

請

書

に

奈

良

県

新

型

コ

ロ

ナ

ウ

イ

ル

ス

感

染

症

拡

大

協

力

金

の

県

の

交

付

決

定

書

の

写

し

を

五

條

市

に

持

っ

て

来

て

い

た

だ

い

た

ら

、

そ

れ

に

対

し

て

交

付

す

る

よ

う

に

考

え

て

お

り

ま

す

。
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以

上

、

答

弁

と

さ

せ

て

い

た

だ

き

ま

す

。

 

○

議

長

（

吉

田

雅

範

）

松

本

総

務

部

長

。

 

○

総

務

部

長

（

松

本

成

人

）

失

礼

し

ま

す

。

 

十

二

番

大

谷

議

員

の

御

質

問

に

お

答

え

申

し

上

げ

ま

す

。

 

国

の

交

付

金

が

一

億

六

千

百

六

十

万

円

で

あ

り

ま

す

が

、

基

金

の

繰

入

れ

を

必

要

と

す

る

と

、

そ

の

理

由

で

ご

ざ

い

ま

す

が

、

ま

ず

子

育

て

世

帯

へ

の

支

援

、

そ

れ

か

ら

生

活

へ

の

支

援

、

水

道

基

本

料

金

の

二

箇

月

分

無

料

化

、

そ

れ

か

ら

事

業

者

へ

の

支

援

、

こ

の

三

つ

の

事

業

に

要

す

る

総

所

要

額

は

二

億

一

千

五

百

五

十

万

円

で

あ

り

ま

す

。

こ

れ

は

歳

出

予

算

だ

け

で

は

な

く

歳

入

予

算

の

減

額

と

い

う

も

の

を

合

わ

せ

て

の

金

額

で

ご

ざ

い

ま

す

の

で

、

国

の

交

付

金

の

一

億

六

千

百

六

十

万

円

だ

け

で

は

不

足

が

生

じ

る

と

い

う

こ

と

が

ご

ざ

い

ま

し

て

、

先

ほ

ど

申

し

上

げ

ま

し

た

四

・

五

月

分

の

給

食

費

、

給

食

が

な

か

っ

た

と

い

う

も

の

の

歳

入

の

減

額

も

含

め

ま

し

て

、

合

わ

せ

て

基

金

繰

入

金

を

七

千

四

万

七

千

円

計

上

い

た

し

た

と

、

そ

う

い

う

内

容

と

な

っ

て

ご

ざ

い

ま

す

。

 

以

上

、

答

弁

と

さ

せ

て

い

た

だ

き

ま

す

。

（

「

七

番

」

の

声

あ

り

）

 

○

議

長

（

吉

田

雅

範

）

七

番

岩

本

 

孝

議

員

。

 

○

七

番

（

岩

本

 

孝

）

い

ろ

い

ろ

な

コ

ロ

ナ

対

策

、

大

変

有

り

難

い

と

思

い

ま

す

け

れ

ど

も

、

全

市

民

に

対

す

る

と

い

う

こ

と

で

、

水

道

料

金

の

七

・

八

月

分

の

基

本

料

金

だ

け

無

料

に

す

る

と

、

そ

の

七

・

八

月

分

で

す

け

れ

ど

も

、

一

箇

月

、

基

本

料

金

で

す

の

で

、

多

分

五

立

米

以

下

か

一

〇

立

米

以

下

、

二

段

階

に

分

か

れ

る

と

思

い

ま

す

け

れ

ど

も

、

幾

ら

無

料

に

な

る

か

御

答

弁

願

い

ま

す

。

 

○

議

長

（

吉

田

雅

範

）

東

水

道

局

長

。

 

○

水

道

局

長

（

東

 

純

司

）

七

番

岩

本

議

員

の

御

質

問

に

お

答

え

申

し

上

げ

ま

す

。

 

減

免

さ

れ

る

基

本

料

金

に

つ

い

て

で

す

が

、

〇

か

ら

五

立

米

ま

で

が

一

箇

月

一

千

三

百

六

十

四

円

で

ご

ざ

い

ま

し

て

、

六

立

米

以

上

一

〇

立

米

ま

で

が

一

千

七

百

二

十

七

円

で

ご

ざ

い

ま

す

。

 

以

上

、

答

弁

と

さ

せ

て

い

た

だ

き

ま

す

。

 

○

議

長

（

吉

田

雅

範

）

岩

本

議

員

、

総

額

の

金

額

を

聞

か

れ

て

お

っ

た

の

と

ち

ゃ

う

ん

か

な

。

（

「

七

番

」

の

声

あ

り

）

岩

本

 

孝

議

員

。

 

○

七

番

（

岩

本

 

孝

）

今

水

道

局

長

が

答

弁

い

た

だ

い

た

の

で

結

構

で

す

。

総

額

と

い

う

の

は

、

そ

れ

は

使

っ

て

み

な

け

れ

ば

分

か

ら

な

い

の

で

、

減

額

さ

れ

る

金

額

を

尋

ね

た

の

で

、

五

立

米

以

下

が

一

千

三

百

六

十

四

円

、

六

立

米

以

上

一

〇

立

米

以

下

が

一

千

七

百

二

十

七

円

で

し

た

ね

、

そ

れ

だ

け

二

箇

月

間

無

料

に

な

る

と

、

は

い

、
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了

解

し

ま

し

た

。

 

○

議

長

（

吉

田

雅

範

）

ほ

か

に

ご

ざ

い

ま

せ

ん

か

。

 

質

疑

を

終

わ

り

ま

す

。

 

お

諮

り

い

た

し

ま

す

。

本

案

に

つ

き

ま

し

て

は

討

論

並

び

に

委

員

会

付

託

を

省

略

し

た

い

と

思

い

ま

す

が

、

御

異

議

ご

ざ

い

ま

せ

ん

か

。

 

 
 

 
 

 
 

 
 

〔

「

異

議

な

し

」

の

声

あ

り

〕

 

○

議

長

（

吉

田

雅

範

）

御

異

議

な

し

と

認

め

ま

す

。

よ

っ

て

本

案

は

討

論

並

び

に

委

員

会

付

託

を

省

略

す

る

こ

と

に

決

し

ま

し

た

。

 

こ

れ

よ

り

本

案

を

採

決

い

た

し

ま

す

。

 

 
 

お

諮

り

い

た

し

ま

す

。

本

案

は

原

案

の

と

お

り

可

決

す

る

こ

と

に

御

異

議

ご

ざ

い

ま

せ

ん

か

。

 

 
 

 
 

 
 

 
 

〔

「

異

議

な

し

」

の

声

あ

り

〕

 

○

議

長

（

吉

田

雅

範

）

御

異

議

な

し

と

認

め

ま

す

。

よ

っ

て

本

案

は

原

案

の

と

お

り

可

決

さ

れ

ま

し

た

。

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

 
 

○

議

長

（

吉

田

雅

範

）

次

に

日

程

第

五

、

本

日

提

出

さ

れ

ま

し

た

発

議

第

六

号

を

議

題

と

い

た

し

ま

す

。

 

事

務

局

長

に

件

名

を

朗

読

さ

せ

ま

す

。

 

○

事

務

局

長

（

馬

塲

雅

樹

）

発

議

第

六

号

 

牧

野

雅

一

議

員

に

対

す

る

議

員

辞

職

勧

告

決

議

に

つ

い

て

。

 

 
 

標

記

の

こ

と

に

つ

い

て

、

五

條

市

議

会

会

議

規

則

第

十

四

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

り

提

出

し

ま

す

。

 

 
 

 

令

和

二

年

五

月

十

九

日

提

出

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

提

 

出

 

者

 
 

五

條

市

議

会

議

員

 

岩

 

本

 
 

 

孝

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

賛

 

同

 

者

 

五

條

市

議

会

議

員

 

山

 

口

 

耕

 

司

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

〃

 
 

 
 

平

 

岡

 

清

 

司

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

〃

 
 

 
 

養
 

田

 

全

 

康

 

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

 
 

○

議

長

（

吉

田

雅

範

）

提

案

の

趣

旨

説

明

を

求

め

ま

す

。

（

「

七

番

」

の

声

あ

り

）

七

番

岩

本

 

孝

議

員

。
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〔

七

番

 

岩

本

 

孝

登

壇

〕

 

○

七

番

（

岩

本

 

孝

）

失

礼

し

ま

す

。

 

 
 

議

長

か

ら

発

言

の

許

可

を

い

た

だ

き

ま

し

た

の

で

、

た

だ

い

ま

上

程

さ

れ

ま

し

た

発

議

第

六

号

、

牧

野

雅

一

議

員

に

対

す

る

議

員

辞

職

勧

告

決

議

に

つ

い

て

、

案

を

朗

読

し

て

提

案

の

趣

旨

説

明

に

代

え

さ

せ

て

い

た

だ

き

ま

す

。

 

牧

野

雅

一

議

員

に

対

す

る

議

員

辞

職

勧

告

決

議

（

案

）

 

令

和

二

年

四

月

七

日

に

官

製

談

合

防

止

法

違

反

容

疑

で

奈

良

県

警

察

に

逮

捕

さ

れ

た

牧

野

雅

一

議

員

に

対

し

、

四

月

二

十

三

日

に

開

催

さ

れ

た

令

和

二

年

第

一

回

臨

時

会

に

お

い

て

、

全

会

一

致

で

議

員

辞

職

勧

告

決

議

が

な

さ

れ

た

と

こ

ろ

で

あ

る

。

 

現

在

起

訴

さ

れ

た

後

も

引

き

続

き

拘

留

中

で

あ

り

、

五

月

十

四

日

に

五

條

市

総

合

体

育

館

の

備

品

の

入

札

を

巡

る

官

製

談

合

事

件

で

家

宅

捜

索

を

受

け

、

新

た

に

逮

捕

さ

れ

た

元

市

職

員

等

と

と

も

に

再

逮

捕

と

な

っ

た

。

 

再

逮

捕

と

な

っ

た

牧

野

雅

一

議

員

は

、

副

議

長

も

経

験

し

て

お

り

、

今

も

な

お

、

総

務

文

教

常

任

委

員

会

委

員

長

の

要

職

を

務

め

て

お

り

、

市

議

会

の

範

と

な

ら

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

立

場

に

あ

り

な

が

ら

、

議

員

と

し

て

の

立

場

を

利

用

し

た

官

製

談

合

防

止

法

違

反

容

疑

で

再

逮

捕

さ

れ

た

こ

と

は

、

言

語

道

断

で

あ

る

。

 

こ

の

こ

と

に

よ

り

、

市

民

に

強

い

衝

撃

と

不

信

を

与

え

た

だ

け

で

は

な

く

、

五

條

市

議

会

に

対

す

る

信

頼

を

著

し

く

失

墜

さ

せ

た

責

任

は

極

め

て

重

大

で

あ

り

、

断

じ

て

許

す

こ

と

は

で

き

ず

、

そ

の

責

任

の

重

大

さ

を

認

識

し

て

、

自

ら

議

員

を

辞

職

す

べ

き

で

あ

る

。

 

よ

っ

て

、

五

條

市

議

会

は

、

議

会

の

品

位

の

尊

重

と

権

威

保

持

、

そ

し

て

議

員

の

職

責

に

鑑

み

、

牧

野

雅

一

議

員

に

対

し

て

そ

の

職

を

辞

す

る

よ

う

勧

告

す

る

も

の

で

あ

る

。

 

以

上

、

決

議

す

る

。

 

 
 

令

和

二

年

五

月

十

九

日

 

 
 

 
 

五

條

市

議

会

 

議

員

の

皆

様

に

は

、

何

と

ぞ

御

賛

同

賜

り

ま

す

よ

う

、

よ

ろ

し

く

お

願

い

申

し

上

げ

ま

す

。

 

あ

り

が

と

う

ご

ざ

い

ま

し

た

。

 

○

議

長

（

吉

田

雅

範

）

提

案

の

趣

旨

説

明

が

終

わ

り

ま

し

た

。

 

こ

れ

よ

り

質

疑

に

入

り

ま

す

。

─

─

。
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質

疑

を

終

わ

り

ま

す

。

 
お

諮

り

い

た

し

ま

す

。

本

案

に

つ

き

ま

し

て

は

討

論

並

び

に

委

員

会

付

託

を

省

略

し

た

い

と

思

い

ま

す

が

、

御

異

議

ご

ざ

い

ま

せ

ん

か

。

 

 
 

 
 

 
 

 
 

〔

「

異

議

な

し

」

の

声

あ

り

〕

 

○

議

長

（

吉

田

雅

範

）

御

異

議

な

し

と

認

め

ま

す

。

よ

っ

て

本

案

は

討

論

並

び

に

委

員

会

付

託

を

省

略

す

る

こ

と

に

決

し

ま

し

た

。

 

こ

れ

よ

り

本

案

を

起

立

に

よ

り

採

決

い

た

し

ま

す

。

 

お

諮

り

い

た

し

ま

す

。

本

案

は

決

議

案

の

と

お

り

決

す

る

こ

と

に

賛

成

の

方

の

起

立

を

求

め

ま

す

。

 

 
 

 
 

 
 

 

〔

賛

成

者

起

立

〕

 

○

議

長

（

吉

田

雅

範

）

起

立

全

員

で

ご

ざ

い

ま

す

。

 

よ

っ

て

本

案

は

決

議

案

の

と

お

り

可

決

す

る

こ

と

決

し

ま

し

た

。

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

 
 

○

議

長

（

吉

田

雅

範

）

以

上

を

も

ち

ま

し

て

、

本

日

の

日

程

は

全

部

終

了

い

た

し

ま

し

た

。

 

閉

会

に

当

た

り

、

一

言

御

挨

拶

を

申

し

上

げ

ま

す

。

 

議

員

各

位

に

は

終

始

御

熱

心

に

御

精

励

を

賜

り

、

厚

く

お

礼

申

し

上

げ

ま

す

。

 

市

長

を

始

め

理

事

者

側

各

位

に

は

市

政

発

展

の

た

め

、

事

務

事

業

の

遂

行

に

ま

す

ま

す

御

精

励

賜

り

ま

す

よ

う

お

願

い

を

申

し

上

げ

ま

し

て

、

閉

会

の

挨

拶

と

い

た

し

ま

す

。

 

あ

り

が

と

う

ご

ざ

い

ま

し

た

。

 

市

長

か

ら

御

挨

拶

が

あ

り

ま

す

。

太

田

市

長

。

 

 
 

 
 

 
 

 
 

〔

市

長

 

太

田

好

紀

登

壇

〕

 

○

市

長

（

太

田

好

紀

）

令

和

二

年

五

條

市

議

会

第

三

回

臨

時

会

の

閉

会

に

当

た

り

ま

し

て

、

一

言

御

挨

拶

を

申

し

上

げ

ま

す

。

 

 
 

議

員

各

位

に

は

、

慎

重

審

議

を

賜

り

、

誠

に

あ

り

が

と

う

ご

ざ

い

ま

し

た

。

 

 

本

臨

時

会

に

提

出

い

た

し

ま

し

た

議

案

に

つ

き

ま

し

て

は

、

原

案

の

と

お

り

可

決

、

承

認

を

い

た

だ

き

、

心

か

ら

お

礼

を

申

し

上

げ

ま

す

。

 

 
 

な

お

、

本

臨

時

会

で

賜

り

ま

し

た

貴

重

な

御

意

見

や

御

提

言

に

つ

き

ま

し

て

は

、

今

後

の

市

政

運

営

に

適

切

に

反

映

さ

せ

て

い

た

だ

き

た

く

存

じ

ま

す

。
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時

節

柄

、

議

員

各

位

に

は

、

健

康

に

御

留

意

い

た

だ

き

、

市

政

推

進

に

御

協

力

を

賜

り

ま

す

こ

と

を

お

願

い

申

し

上

げ

、

閉

会

に

当

た

っ

て

の

御

挨

拶

と

さ

せ

て

い

た

だ

き

ま

す

。

 

あ

り

が

と

う

ご

ざ

い

ま

し

た

。

 

○

議

長

（

吉

田

雅

範

）

こ

れ

を

も

ち

ま

し

て

、

令

和

二

年

五

條

市

議

会

第

三

回

臨

時

会

を

閉

会

い

た

し

ま

す

。

 

 
 

 
 

 
 

 
 

午

前

十

時

四

十

分

閉

会

 
 

 
 

 
 

 
 

  

本

会

議

録

の

正

当

な

る

こ

と

を

証

明

す

る

た

め

に

こ

こ

に

署

名

す

る

。

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

議

 

会

 

議

 

長

 
 

吉

 
 

田

 
 

雅

 
 

範

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

署

 

名

 

議

 

員

 
 

平

 
 

岡

 
 

清

 
 

司

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
署

 

名

 

議

 

員

 
 

吉

 
 

田

 
 

 
 

 

正

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

署

 

名

 
議

 

員

 
 

窪

 
 

 
 

 

佳

 
 

秀

 


